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諮問題一一

ドの窓法状況

るぐめヨン

ン

人権

1970年代イ

レ」国主主

川
市
広藤f在

にパ、わゆる国家緊急権が「立憲国家の阿片」（注2)

といわれるにふさわしく，非常事態はこれまでも

永続化されてきたのである。

本稿で対象としてL、る1970年代はおおまかには

l~l71年u月以降の非常事態と重なりあう H寺期であ

るが，最近のインドにおいてとみに鋭さを増して

、る民主t主義をめくる政治的な対立の背民には，

非常事態体制のみに帰すことのできない要因もひ

竺んでu、る。
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ドパーJレ全 1：~，：.、た， j七 hll攻｛本をと 》ていJ1{jf 

とりわit I貧乏追放J，対ノ；

キスタン戦争（バングラデシュ解放〉でもりあげた

つまり， 7（）年fl_:,ノ、キスタン，ノミ

ングラデシュでは1970年代初頭から現在にいたる

までiL] 内におレて「非常ポ態J1本；J;¥Jを続けて、

インド，スリ；才ンカ，ジア諸国，

イン71～72年山 iインιィラ・ウ二一ブj以降，

ドの憲法・政治体制には新たな変化が現われてい

こ！のであ，、亡， 73～74年の食品危機，経済危機の

もとでその変化はし、わば客観的基礎のうえで進行

している現象であることも明らかになってきたの

どある。

とりわけ， 1974年初頭以後のいわゆる「JP運

とりわけバングラヂシュでは1974年12月，独

立｛灸：1年にし

は政党を解散させ一党独裁体制に移行するなと、， 

民族独立の内実が今後U、カ当なる形で豊かにされる

のかが！吊われ／ぐ L、るc

ー，
も〉。

またこれまで比較的議会制民主主義が継続して

維持されてきたど考えられるスリヲ二カ， 手IJJ c住3＇をと一つの契機として与党会議 vrt野党諸

それぞれ相手方による「議会制民主

「独裁制の危険」を指摘するという

形をとって｜民主主義の危機」は政治的対立の基

山の双方が，

二］：義の転覆J、

こうした対立の背景本的モチーフとなっている。

のような国々にあっても長期化の様相を深めた

f非常事態J1判ii］は今後の両国における民主主荻，

茶本的人権の民t4¥Iを占うJl）合に考泌jニ入れねit な

らない重要な要因のーっとなっている。

：本；；：：；で扱うイン！ごにおL、ては，非常事態体；WJポ

ドイ二

を探るためにも1970年代のインドにおける民主制

度の問題，具体的には国家機構の編成と基本的入

院の状況に一定の分析を加える必要がある。 そし

しかれたのは1962年10月～1968年12月， 1971年12

月以降の 2日でふるが， 三こから LfllJらかたよう
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Ⅰ　国家機構における新たな変化（以上，本号）

Ⅱ　人権状況の変化
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〔補〕75年６月の非常事態とインド憲法（以上，次号）
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てこの作業は同時に国家機構論と基本的人権論を

二つの分野として構成される憲法研究の立場から

のインド憲法，憲法体制の現状分析ともなろう。

〔il1) 木稿は本fド6JjlllHこ完封研究所調査研究部

で行なった戟告をもとに 6月23日に脱摘したものであ

ら。そのため 6}J26日以後の新たな非常事態宣宗下山

的事舎に照らせば不十分な点も多いが， j院本店Jな点、では

(,,fi',,'•11事B：もほどこすこ L l主Lt，：か j t・ つ

子のため，本稿の末尾(ii;,)),:(i )12り： I以後｝）非常

Jり佐に関する憲法的な説叩j三;t¥)JI! i ，~二二としたい。

(iL 2) R・ッィーんマ〆（Zihlrn《llll～ことば。影

ill II山帰『憲法の原理と［そJ'.cj, c＇、必 Hi'J ：；、げ＇•;If 房 1971 

年 86ベ－ ＇／。
（注 3) この運動については，木村品lAJJ「カンジー

と対決するカンジー主義」（『車JILlジャ←ナノレ』 1975. 

4.11〕が詳しし、。

I 国家機構における新たな変化

一般に基本的人権を論ずる場合iこ、！韮家機構を

諭ぜずに済ますことはでさなL、。基本的人権の保

障そのものが，すでに存在する閤家機構との相互

関係のなかで規定されてくるからである。その意

味で，基本的人権を扱う次章との関連を意識的に

追求しながら70年代の国家機構の問題を立法府

（議会），司法府，執行府につL、て論じ，最後に連邦

制と「地方自治J(Local Self-Government）の状況

を論じよう。

1. 立法府

ここでは連邦下院（LokSabha）および州下院

(Vidhan Sabha）における諸問題をとりあげる。

インド憲法では議会の役割は古典的な三権分立

主義による立法府としての活動に限定され，議会

主権あるいは国権の最高機関としての泣置を与え

られていないうえに，立法活動自体も後述する政

令（Ordinance）の存在によって制約されている。

こうした条件を前提としたうえで，（乱）議会におけ

1970午代 fL ド山！/5伝状況

る支配政党の多数の確保，（同議会内部での意志決

定手続ヲ ic）議会と選挙過程， id）議会と非常事態と

いう，議会機施の評価にかかわる凹つのJ江につい

て最近の特徴を描いてみよう。

まず議会における支配政党の多数の確保という

議会を通ずる階級的支配の前提条件についてみる

ならば‘第 1表が示すように，与党会議派は第4

次総選挙から大幅な回復はみせたが，一連の固有

化立法， II l藩王特権の廃止などの l進歩的」政策

とー部左翼政党とりわけインド共産党との提携に

よってかもし出された急進派的雰囲気にもかかわ

第 1i袋連邦下院（LokSabha）選挙における

国民会議派の議席数および得禁率

｜議引席『時詳 l総議席比｜得票率
（主投票当量） ! （マ；.： ('Yo) 

1952 
：制ワ1~1~~ 74.4 4.5. 0 

1957 75. l 47.内

]CJ(i2 361 3) 7:1.1 42.7 
1%7 コ83 4 54.4 40.7 
l 971 * J52 1 68.0 4'.1. ii 

（注〉 市与党会議派のみ。野党会議派は， 16,3.1, 

10.4であった。

第2畿連邦下院（LokSabha）による立法と

大統領による政令数（1973.2～1974. 7) 

1973 1974 

』法 i政令 立 it 政令

l)j ') (I 

日月 。 （） （） 

: 月月
15 。 15 。
3 。 1 。

~ 月月 8 。 7 。。 （） 5 
7月 3 。 。 4 
8月 5 。
9月 11 1 
10)] 。
11)] 3 
12 J:J l CJ 。
L出戸斤） Lok Sabha Secretariat, India, The Jour-

nalοF T'arliamentaη Informatio刀、 1974司 N田．

1～－1, Appendix IV, VI. 

（注） 立法の日付は，大統領の承認日をとっている
ので，議会通過とはずれがある。
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らず，得票率，議席数ともにネルー末期の水準iこ

回復することはできなかった。 1971年選挙の意味

はむしろ1969年の会議派分裂以後の与党会議派の

少数与党としての不安定な立場からの脱却，それ

とともにその過程においてインド共産党を自己。

陣営にひきつけたこと（その効用は随所にみられる〕

にあった。

これによって議会を通ずる支配は一見安定した

条件を獲得したとみられたのである。しかし結論

からいえば，連邦・ ,J+Iにおける与党会議派の多数

の獲得は正常な議会運営を必ずしももたら容なか

ったしラ地すベり的とも評される1971年連邦下院，

1972年州下院選挙の与党の勝利がし、かなる過程に

よってもたらされたか（後述の選挙過殺の問題〉と

いう点にっし、ても多くの問題を残したのである。

そこで第二の議会内部での意志決定過程の問題

に移る。

まず連邦下椀ではいわゆる「政令支配j(( lrdi 

nance Raj）とよIiれる事態がひきおこされてU、る。

大統領に付託された立註i権11長としての政令t土！＝院

の休会時に正常fよ立法に代わる臨時．緊急的なも

のとして認められ，それは下院再開後6週間以内

に提出され承認をうけぬ限り失効すると定められ

ている（インド憲法第123条、以下断わりのないかぎり

憲法の条項を意味する。州知事の政令iこ’ J¥r、ては第三13

条〕。 1971年以後，この政令が下院再会の直前に大

統領から公布されるとし、う事態がひん発している

（注1〕。第2表にみるように政令自体の数は全体と

しては下院立法に比べれば少なく‘下院の立法機

能の完全な停止というほどの深刻な事態で仕ない

と恩われるが，いわゆる「インフレ抑制」諸政令

（貸金凍結令や配当規制令）など一般国民生活；こ重

大な影響を及ぼすし、くつかの政令がこのような形

で出されているごとは注目に値する。

18 

政令の問題を州レヘルにおいて観察すれd，第

3表の示すように，ここでは政令の頻度は連邦下院

の場合より高いように思われる。とりわけ注目す

る必要のあるのはビハーノレ州である。問州では72

i'f.の下院選挙の結果与党会議派は318議席中167,

ミれを支持するインド共産党はおの議席を占め，

安定した過半数を制している。州議会も開催され

ている。にもかかbらず他州にぬきんでて多くの

政令が，議会での立法化をえ子に公布されてい

る。多数派たる与党が自ら議会制を形骸化してい

る典型的な姿がとミにある。 u、わゆる「JP運動J

がビ、ハ－，レチ｜怜f一つの根拠地としていることは彼

自身の経歴もさることながら， このようなピハー

ノレ州議会の状況がいかなる意味から合理化されう

るのか，あるいはおt半IJされるへきものであるのか

という立場の差に与党会議派・インド共産党と

r1 P運動」の対立の意味をさぐる一つのかぎが

あろう。

州議会における多数の内実のもろさを示すもう

A つのがリは 1973～EJ7,1年のグシャラート州であ

る。同州では168議席中140議席を占める与党会議

派政権が食埠運動の弾！主に対する州民の批叫によ

って辞任，議会の解散をよぎなくされたっまたこ

の経験が与党会議派をしてビ‘ハーノレ州の「政令支

配」内閣を維持することに全力を傾けさせること

になったのもきわめて皮肉な結果である惟2）。

議会における意志決定手続の第 2の問題は，多

数派による意志決定手続の無視て、ある。 4れは多

数派支配の政治的性格を間接的に物語るものであ

' ,;;, 0 

連邦下院での最近の事例では，西ベンガ1レでの

1970～72年のいわゆる「掃蕩作戦」惟31(Combing 

Operation）に関するインド共産覚（マルクス主義，以

下（マ）と略〉議員の質問に対する答弁拒否， 1974年
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L、ずれも本会議主での読会制を基本として運営され

るイシ rの議会制度における重大な慣行の無視で

お月の補正予穿案（課税法案〕提出の際の支出項

しかもそうした

事例がいずれも課税なL、しは治安問題とからんで

生まれていることに注意を払いたヤc

ふると干旨折話されているのである。

またその前年の 4月に

は最高裁が国内治安維持法（l¥faintenanceof Inter-

nal Security Act）第17A条に問して判決を下す際，

法務総裁は同条の修正立法を準備Lているという

日の提示拒否がみられた。

この点、iこっi大に議会と選挙過恒の問題である。この事件理由から判決期日の延期を申したてた。

いてはま寸ミ小選挙区制の存：在を指摘する必要があは執行府が，法案の議会通過を当然の前提とした

うえで司法府に介入するといろ二重の意味で重大

な行為であった。

Jj宇党はこれまでも 4ti] る。第 1去が示すように．

f，の得票で 5～7吉＇l]f干の議席を確保してきた。

また1971選挙の影の部分一 「インディ弓・内

ェーフlにおおし、かくされている一一ーを見なけれ

ケララ州とハリアナ州で、議会手続州、｜下院では，

法案を含む十数件の法案を数分間で成立させた。

ハリアナチH下院では81議席中52議席を占めるりJ党

会議派政権は議会上提言1i14日間の法案告示期間を

無視しつづけ、数件の法案をさ手れの会期で一括通

ザンニジィ一首相のある伝記によれば
、、＇ ,._ , -
i正己EりIよL、コ

うララ州下院ではイ牛の課税の無視がみられた。

,-1970年以来，［政治）献金は強制に近いものになっ

ている。 1971年の連邦下院選挙および翌年の什｜下

院運挙にあたってインヂィラの実力者閣僚たちが

集めた資金は数千万ルピーとし、わjし取りひき条

19 

これらは過させるというようなやり方をとった。
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件に応じて次から次へと手渡されていったj日む

のである。

こうした状況は二〆〉の結果をひきおこしたυ 一

つは選挙法（Representation。fthe Pe付I市 Act）改正

の問題であり，もう一つは選挙訴訟の増加であ

る。選挙法改正問題はインドにおける政党活動，

言論・表現の自由のあり方とかかわるきわめて興

味深い論点をひき出しており． 「JP.i軍部JJの一一つ

の課題ともなっているが，ここでは注にその論点

を列記しておこう恨む。

選挙訴訟に関しては， 1971年以降160～1801件の

訴訟が提起されているコ与党会議D誌の議員iこ， ）い

てはその数は70とも 150ともいわれているいは｝。

そのなかには独立後はじめて首相自身が被たとな

るという事態も合主れている4注7＼，選挙訴訟の論

点はおおざ，) ::f iこい寸て， i去定選挙費用をこえる

出費，行政機構のj量刑であり， 与党議員tこ多いの

はそのためであろう。

こうした a連b訴訟の結果、 1974年10月にはヂ

リーのある選挙区から当選したA・N・ チャウラ

(Chawla）与党会議派連邦下院議員の失格がデリー

高裁において決せられたコこれに対！ιして与党は

ln1月中に法定選挙費用を事実！二ひきあげる政令を

大統領の権限で公布せしめ，その後の判決はこの

改正にのっとって下される処置をと Jたりこ（，勺政

令は12月iこ立法｛じされたが， この際野党；主同改正

が首相の失格を防ぐためであるとして非難したの

しかしながら．選挙訴訟にあらわれた二つ内論

点一一選挙費用，行政機構の濫用 はその程度

に差はあれ1971年選挙以後とくに新たに出現した

ものではなレ。選挙過程におL、てより深刻な、 し

かも新たな状況は1972年のJ竹下院選挙の際に百へ

ンガル、ピハー／レ（とくにJlli者〕でみられた選挙干

渉であるといわねばならない。イレド共産党ベリ

20 

は‘商ベンガル． ピハ＿，レでみられた選挙干渉は

全く新たなタイ 7＇のものであるとしてし、る (i:}8¥ 

西ベンガルノ川では. 1970年3月の統一戦線内閣

崩壊後， HI会議派といわゆる「ナクゆライト！に

上る fンド共産党 Lマ）など統一戦線諸党に対す

る攻撃が強化され，これに州政府および中央政府

がそれぞれ州警察、中央予備警察（CentralR田 Cf¥'e

Police）・軍隊をひきいて協力あるいは主噂すると

十う 1f~で ri宏と秩序」の「回復J がはかられた。

この措置はその徹底したやり方によって「掃部作

戦」とよばれる。しかしながら1971年には連邦下

院・川下院選挙でインド共産党（、マ）の影響力を

断つことができれl二二小川l出身議員を主な勢力と

して同党は連邦下院の野党第一党とな，〉た。

72年円HI→FiザL選主挙〔71年j支挙でlj党会議ii氏系政Jι 
が｜人、］悶を組織でき寸角y散きれてL、f土）＇土ノ〈ンヤ弓子

ン／斗 tア）解放勢ブJ在：インド軍b込援助したという Z干ト＇；｝ ： 
A、ら illj'へンゲyレvごi土ljム党会議lTIミに有利t仁状j兄下‘で

行なわれるカ込のよ乃に

t、そもこの選挙の実施が他小｜、｜と切り離されてなか

なか決定されなか J 、たことは， 与党会議派が必ず

しもこの州での勝手ljに臼信をもってし、なかったこ

とを示して L、る。そこでとられたのが大規慎な選

挙干渉｛注わであったが，その素地は「掃；¥'is11＂戦」

；ニよ J Jてつくられたものであった（江10）。

投票日当日にはがFilの選挙区で有権音の投票所

からのしめ出し．与党会議派による役票箱のr1i

処，投票用紙内横領、投票管理、開票管理体制の

破壊が行たわれたο 二jL「フ51円選挙区はL、ずれも

郡市，工業地帯の＇！；｛~b者居住区で、あ一、たコ部分的

になんらかの形での日歩が行なわれたものまで含

むと，外｜の280選挙区中， 200近くが影響をうけた

とさitてU、る。

与党会議iT夜が統一戦線諸党のI也盤の破壊をと第 a
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の目標としたことから，自党の地盤では逆lこb：現

政党の得票が増加したり，落選音を出すと v、う現

象もあ J ' た。

丙ベンガル引の干渉は同年のどハール州、I下院選

挙のほか， 1974年にはいつてのL、く ／）かの連邦.，）竹

下院選挙でもみられた（ウ p ケ；J,__ /0弓デン、ピハー

ル、ケララ‘れトノ 4人 7 、ゾ i円、） 河ベンガル州で

は74年の州、i下院補選の際lこ，野党会議派と社会党

の候補者が投票開始：：時間後に立候補を土 I）や

めヲ選挙干渉に抗議している。この事件によ》

て，これまでは， { > F共産党（マ）などの絞島戦

線諸党のみがT2年選挙の不正を非難してきたが、

野党会議派や社会党がこれに加わり，共同行動日）

i可能性がひらけた。

さて議会に／）＼，、ごは最後に非常事態との関係に

ふれておこう。インド憲法の非常事態規定では，

連邦下院の立法権は条文上直接には制約されな

v 、。制約が生ずると寸れば、非常事態iこともな J 、

て下院が立'flょするインド防衛法（Defence of lnd日

Act）にもと J丸、て執行府が制定するインド防衛令

(D. L Rule）が事実上立法行為を制約するという形

をとるであろう。

また83条は非常事態下（こ 1年の限度をもって，

または非常事態解除後6カ月の限度をもって，連

邦下院が立法によって自らの任期何年7を延長

できるとしている。非常事態が根拠なく永続iヒさ

れる場台にはこの規定｛土議会の多数派によ〆ヲて；霊

用される可能性も生まれてこよう。現在の下院の

任期は76年2月をも－－，-c切れるが， :JI＇常事態の永

続化のためにこの主うな懸念も一斉~；こは表！if］され

ているようである。

十M下院の立法権の問題としては非常事態は重要

である。憲法の第 7付日ljに列挙されている州立法

事項に対して連邦下院のそれが及ぶか九である

197リ年代イント ρ 商法状況

(3S:3条12_1項〕。また後述する川、｜の大統領統治も憲法

上は非常事態規定の一部となっている（356条， 357

条）。

また非常事態と議会の関係を逆に議会の仰lかじ

する非常事態 CJ-1体的には連邦執行権）へのコント

ロールという点からみると，憲法で、は非常事態宜

主は 2カ月以内に両院の承認をうること（352条（2¥

い岨），州と連邦の財政配分に関する緊急命令

(Orrler）は可及的速やかに両院に提出されるべき

こと（354条問項入特定の基本権に関して憲法の保

障する司法救済を求める権利を停止する大統領命

1, (Order）もまた可及的速やかに両院に提出され

るべきこと（3!'>9条叫項）を定めてU、る。これらは

議会による非常事態のコントロールという限られ

た目的からしてもきわめて無力な規定である。 71

年12月以降の非常事態下では 359条による大統領

命令Uill，の取扱いにつし、て重大な手続の怠りがみ

「〉れた。すなわお74年11月16日（土〕午後2時に

ラジオを通じて発表された大統領命令がその翌々

日（月曜）の下院の本会議の議題として政府側lか人

通告されなか行たのである。執行府のこの行為は

当時高まっていた「政令支配J批判の空気とあい

まって、インド共産党を除く全野党の議場退場と

レう結果を生んだ。 「ラジオ放送には熱心だが議

会は無視する」というのが野党の一致した政府批

判である。

2. 司法府

独立後の司法府の役割＼注12ノについては土地改2事

諸法，国有化諸法を多くの場合，十日高裁・最高裁

が憲法の財産権条項をたてとして違憲としてきた

悟史があり、 1967年にいた＇）て基本権条項の改正

を連邦議会の権限外にあるとしたいわゆるゴラケ

ナート判決が出されたことなどから私有財産権の

保護＝既得権者保識の牙二械として批判が向けられ

2I 
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てきた0

69年の会議派分裂以後れガンディ一政権は娘行

司有化， lli藩王特権の廃止などの政策をとるにあ

たって，こうした従来か人の立法府と司法府の対

立を利用Lて，進歩的イメージの演出iこ成功Lて

いる。また1971年の第2,1次憲法改正によラて議会

の基本織改正の権限を明確北したことは， 一市で

は司法府への従来からの批判をもう ー歩進めたと

いう意味をもつか．これによって基本権一般的走

法的保障が弱められるという側面 L無況できな

い。とりわけこれまでの基本権訴；去にお＇・ ,-c，財

産権ないし営業権の問題は確かに大きな比重をお

めではし、たが，それとならんで人々の自由（子・｜め

拘禁法などとの関連）も基本権ぷ訟円かなりの部分

を占めてし、たという事実があり〔汁 i:n，執行府から

する財産権批判，司法府批判はそれが基本権戸ー般

という次元で提起されれば人身の臼 f¥:iへの攻狩と

もなりうると v、う側面をもつのである。

また，，J;i去q干のj'l'fi回全行なう場合も財産権となじ

んで人身の l:l向に！叶Jる法曹の意識や判例を検討

する必要がある。たとえば， と記のゴラクナート

判決にl主要な役割を果たしたスパ＝ラオ（K.Subba 

Rao）元最高裁判事は1967年 9月にナーグプルでの

講演で弓当時の非常事態の長期化，会議派のイデ

オロギーの司法府へのおしつけなどいくつかの点

にわたず》てインドでの自社1°' r01題iこ積極的な発百

を行なづてL、るCiU・I＼もれん／しこの議演で、；士、

会に主権はf仁く窓j世三i乙主十主がJi,る（Con討titut，【〉

supγeme）として云1法府にi益大な投割を与えるえミ4l, え

もみられるがヲこの判事の場合など：士司法If：了の役

割を財政権問題のみから評剖 Fるごとの不i一分さ

を示してはいなヤfごろ行かο

さて71年以後の司法府をめくる新たな状況は次

のような事件ーによって示されるつ 73年 4月の慣行

ヱユ

を無視した最高裁首席判事の任命，それにひきつ

づく最高裁判事空席の全員補充である。この事件

は71年の24次改正までは一定の意味のあった司法

府批判カ入本来の争点であった立法府対司法府の

関係を越えて，執行府の司法府への介入という形

をとぺたことを意味している。まだとの介入は，

「司法の独立JとL、う抽象的な立場〔これJcで川d

法府の役引を無視Lた〉士勢いづけるものでもあっ

たc

さムに執行府の司法府への介入として見のがす

ことのできないのは，すでに述べた｜司内治安維持

法第17A条判決の期日延期を要求した事件であ

る。結果的には判事全員の一致で［，，］条は違右とさ

れたが，最高裁首席判事任命i良市（jの事件である三

E，人身の自由に関する介入のH-fド的事例でふる

ことからE主視する必要がある。また丙ベンゲル，＿I十｜

政府は違憲判決にもかかわらず同条による逮捕手？

をただちに釈放しなかった。

執行府のこのような介入は司法の役割に関する

さまざまの議論を生んだだけでなく‘法曹界の社

会意識の変化にかなりの影響を及ぼしたように恩

われる。とりわけ非常事態の永続化，選挙干渉‘

人身の自由などの問題について執行府への批判が

高まっている。この点で注目すべきはやはりスパ

＝ラオ氏である。氏は75年 3月に野党会議派， γ

ヤン・サン党などが主催した非常事態に関するセ

ミ十ーにおいて，志法 358条 (19条に定める基本権

の時的停止と定灼口、る），359条（特定の基本権につ

いて大統領が命令でL司法救済の停止を行なろことうと7と

めてL、る）の削除を主張している性］5lo 

また元ボン Jζ イ高裁の判事V• タルクンデー

(Tarkunde）は J・ナラヤンの唱えた選挙法改正委

員会の座長をつとめ， 75年 2月には民主的権利の

同復，自由で公正な選挙を要求する西ベンガル州
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での市民集会の議長をつとめた。この集会が発展

してもたれた6月5自のカルカッタ市での50万人

集会では弁護土が法服をつけたままデモ行進iこ参

加したといわれている（注16〕。

もちろん法瞥界の動向をみる場合に財産権への

態度を見のがすことはできなL、。またー郊の法曹

界に高まりつ／）あるとL、われる「法の計会的資任j

論ともいうべき傾向についても，それが執行府の

とっている施策を側面から支える意味でいわれる

場合も多し、。この傾向の内部でも法と社会の関係

についての蕊識は未分化の状態にあるようである

〔注17)

非常事態との関連で司法府は大きな市i蹄！,jをうけ

ていなヤ。 359条（1）項による司法救済の停止は現

在（75年時月23日〉までのところ国内治安維持法

で拘禁された密輸業者に適用されるだけである。

この点は19山年10月の非常事態との大きな差であ

る。前回の非常事態に際しては第14条（法のまえの

平等），第21条，第22条（刑事手続，予防拘禁）に関

する司法救済の権利は全面的に停止された。これ

が何によるのかは明らかではないが， 62年の対中

国戦争が，防戦一方に終始したものであったのに

対し， 71年の対パキスタン戦争がバングラデシュ

解放の大義をかかげた攻勢的な戦争であずヲたこと

と関係はないだろうか。

したがって今回の非常事態下では，閣内治安維

持法による予防拘禁をうけた者は数多くの人身保

護請求をしており， 17A条の違憲判決もそのなか

から出されてきた。

また高裁段階でこの間執行府のとった重要な措

置についていくつかの否定的＊IJ決も出されている

が，それr，を外挙すれば以下のとおりである。

（イ）74年6月の鉄道ストライキに対する処分とり

消し（カルカッタ，ケララ，アーンドラ高裁〕

1970年代インドの憲法状況

（ロ）74年11月，公務員採用時の響察身分調書によ

る思想・信条を理由とする本採用拒否の無効

（ノ、ィデラーパ一戸高裁）（注18〕

付商ベンガノレ州の「掃蕩作戦」のために自宅に

帰れない政党活動家の居住の自由の保障，問

じく職場復帰の権利保障 Lカルカッタ高裁，し

がし実行されていない〉。

（司オリッサ州知事の同州が大統領統治にいたる

までに果たした役割についての高裁の非難

（オリッサ高裁.7？，年10月）

3. 執行府

閲家機構における新たな変化はこれまでの識論

でも明らかなように，うらを返せば鞘T権の集中

のさまざまな表れといって，おおすじ誤りではな

い。とりわけ非常事態下では執行権の集中が意識

的にはかられる。そこで，本節では非常事態によ

る連邦執行権の集中の仕組みをまず述べ，そのあ

とで，連邦執行権の中枢である権力機構の強化の

内容とその経過をあとづけてみたい。

(1）非常事態と連邦執行権の集中

まず憲法の規定からみると 353条町）項は連邦執

行権が指示（direction）の形をとって州のそれに及

ぼされることが定められる。 354条は州、｜・連邦聞

の財政配分を大統領が調整しうるとする。 355条

は外国の侵略，国内の騒捗にあたって州を防衛す

る義務は連邦執行府に存在するとしている。 358

条は基本権条項に反するような立法もしくは行為

が非常事態下では国家によってなされうるとし，

非常事態解除後にもその聞とられた措置は間われ

ることがないとして免責を明らかにしている。

359条はしばしば述べたように大統領命令による

特定の基本権の司法救済を停止している。

ここでは 358条が重要である。なぜならこの条

項にインド防衛法・防衛令の根拠があるからであ

23 
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る。インド防衛令と平時の憲法的規定，とりわけ

基本権との関係については別途考察せねばならな

いが，防衛令の執行府iこ及ぼす影響からすれLf,

同令によって官僚制，とくに企インド高級官僚の

役割が増大する点が重要であろう。外｜行政に連邦

執行権が及ぼされるということは，逆i二L、ぇ；到・H

の官僚組織が連邦事項をも委任されると L、う恨I］面

ももたざるをえなくなるわけで，非常事態下で

は，全インド的ネットワークをもっ高級官僚騒を

中心とする官僚組織が集中された執行俗、＇）：｝［ l_y、手

となる。

またインド防衛法，防衛令は非常立法として平

時の諸法規に対する擾越’性をm：実上保障される。

イギリス統治期のイン iご防衛法と異なって1962年

以後のインド防衛法は法文に平~寺法規に対する優

越性を明記していないにもかかわらずこのことが

可能となるのは， 358条の規定による。そのため

たとえば平時の労働諸法に優越してインド防衛令

が労働者のストライキを特別の事由をもって紫止

することも可能なのである世間。

さらに重要なことは，インド防衛令は平時立法

の部分的改正を要求するという形をとって平時立

法の体系のなかに入りこむことがしばしばあると

いう点である（／£20)0 次章でその内容を紹介する国

内治安維持法第17A条などはその一例である。

このように官僚制の一元的運用，防衛法．防衛

令の平時法規に対する優越性のニつの柱によつて

執行権の集q1f均行使が£

態という－p,寺的な国家の緊急事態にあfζ，〉てとら

れるこのような措置は，一般にいわれるように，

「国家緊急権それ自身の法則性」（注21〕江上ぺて永

続化される危険をつねtこ伴うのであるc

71年12月以降の非常事態の場合も，インド防衛

令の恋意的な適用のめだちはじめた1972～73年に

24 

かけて，すでに非常事態解除の襲求が出されてい

るが，政府は73年7月には，国境の情勢が依然不

隠であること，｜司内の法と秩序が危ぶまれている

ことを理由として，非常事態の継続を主張してい

る。ところが74年6月になるとガンディ一首相は

「経済的非常事態Jを理由として上り積極的に非

常事壌の継続全主張するにいた／〉たのであるコこ

れは非常事態宜言の当初の目的と異なるだけでな

く，憲法の規定にすらない根拠をもち出すことに

よって，非常事態（国家緊急惟）の発動における

最も植険な方向ニ拡張解釈の道へ進んだことを示

している。

今回の非常事態が今後も継続されるとすれば、

非常事態についてのこのような拡張解釈が妥当と

あるか，あるいは非常事態の宣言から解除にいた

る行為が法廷で争いうるものか苔かが憲法問題の

一つの論点となるであろう。

さて国家緊急権については，憲法学のうえで

「抵抗権」との関係で論じられねばならないこと

が指摘されているが位22），この点で最近のイシ戸

における非常事態の永続化の状況のなかで，「JP

溜動」による「要求憲章」（Charterof Demands）が

明らかにアメリカの独立宣言を念頭におきつつそ

の前丈で次のように述べていることほきわめて興

,J:tミ；渠？、、。

「公共の生活と良き政府という基本原則が踏み

にじられるがままになるときは，抵抗することが

人民の義務である。 jフれわれは民主主義に奉仕す

るた，＼I,に行進する」 l注23)（傍点；土引用〉

12) 権力機構の強化

軍隊と警察〔連邦誉r察）は連邦執行権の（暴力）

中枢機構である。

インドの連邦軍事支出は第4表にみるように，

対中，対パ戦争を契機に増大し，現在のところ国
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19701：.（＼イ下ドの憲目、状況

第 4 議 連邦政府による軍事・警察支出 （単位：億ルピー〉

中央 1監察支出

総支出 l軍事支出rーと：RP ｜ャ－－ B S-F .. 一寸 ・----cTsFー… ーモみ面否畜lr
（（中央予備警察〉！ （閲境警備隊） I C中央産業警備隊〉｜合 許
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561.21 110.1 I i 1 8.fi 

1960 
1961 
196~ 
19(i:~ 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 

1973 (RE) 

1974 (BE) 

1975 (BE) 

（出所〉 総支出，軍事支出，中央瞥察合計については， ReserveB仰 hof India Bulletin. 中央警察支出の内訳

については， ！＇eople’sDem町川ザ， S.Sarkar, Center and the States, C日1cutta, 1 972.よし

1975年度および，軍事支出の74年実緩に／〉いては， Hindus/ hanメtandard,l Mar., 1975.による。

（注〕 RE：；補正予算， BE：当初予算，＊実績額。総支出正軍事支出については経常，資本勘定の合計ハ

(il5.t 120. l 2.7 
757.8 152.::i 2.7 
842.1 165.2 3.8 
923.5 175.3 3.9 

936.4 191.C> 5.0(RE) 
I c215. 1) 

1,076.8! 244.8 

家予算の約2害ljを占めている。とのような状況を

反映して，軍事独裁というショッキングな話題は

インドにおいて語られないわけではない。 70年3

月には光陸軍大将カリアッパ（Cariappa）は軍事組

裁と憲法の廃棄を要求する発言をして人ャの注目

をひいた。各州、｜の治安維持に警察力を補充して軍

隊が動員されるととはしばしばみられるところで

ある。とりわけ73-74年にかけてのグジャラート，

ビ、ハールの食糧，民主化要求運動では軍隊の大規

模な出動があったc また国営企業の一部には最近

になって軍出身の高級幹部が配置されたどいわれ

るつ

また司法府での序列無視の人事と同じ事態がガ

ンデ、ィ一首相の手で行なわれ，それも中将（Lieu-

tenant-General）レベルに及んでいるという事実も

ある（注24¥

しかし現在のところ連邦の直接動かしている権

－
 

A
H
 

10.ど
11.9 
13.1 
12.li 
(15.()) * 
15.6 
(16.9)* 

力機構で重視されてU、るのは中央予備警察，同境

警備隊（BorderSecurity Force）を核とする中央警

察であり．これらによる治安維持である。軍隊lま

今のところそれを補う役割を果たしている。

第 4おま連邦政府内警察支出も示しているが司

中央予備警察はもともと英統治時代の藩主領の拍

安を維持する円的で殺げられていたもので，独立

後も解体されないまま温存され， 67年の第4次総

選挙で会議派円一党支配がいくつかの州でく子れ

たことを背景にして急速に強化されたものであ

る。 72年7月のカyレカッタ高裁の判決によれば，

中央予備警察は‘ police＇と名立つ打ていても，

憲法の第7付則の州管事項2にいう‘police’では

なく，連邦管轄事項2，こいう‘ armedforces‘に

あたるものであって，州、｜管事項の蚕食ではないと

(I）ことであるL注25）。しかしその増強の過程からみ

ても，中央予備警察は明らかに州警察への連邦執

25 
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行府の不信感から重視されていたのである。上記

の判決はしたがって連邦執行権の台憲的強也を合

理化することになるであろう A

中央予備弊察の機能は各州、｜の政治連動、大衆運

動の鎮圧部隊としてすぐれた能力を保持するとこ

ろに特徴があるO このことは内務次官（Secretary

to the Home Mini山 y）山中央予儀警察隊員に対し

て述べた次の言葉からもうかがわれる。

［中央子自iii警察i土法と秩芹の維j守iこあたつて4

政府を有効i士補f】t：しており，州政耳：fド1身カ：なかf( 

かこれを三手放したがらないのである。」（注26 〉

国境警備隊は73-74度中にnH十で動員されてい

る。厳密な苦味での「国境Jを防衛するどとだけ

がこの部隊の任務ではない。

中央産業警備隊ば68年11月の連邦立法によって

創設された七ので， 74ip現在で 1JJ7000人を擁す

る。州警察に委ねることができないと考えられる

連邦公共産業部門の保安を巨的としており，その

成員は中央子備幹察隊から半；f強！M的に配置替え

された。

第 4表の連邦警察支出はこのほかにも連邦直轄

演の瞥察支出を含んで，，、る。 74ifの合計額15倍

6000方ルピーは同年の全州警察支出額のちょうど

半分にあたる。また中央予備警察と国境瞥備隊の

合計人員は約80げといわれ， iまぼイ L ド持軍の規

模に匹敵する。

また連邦瞥察の強化に伴って，執行府内部で響

察出身の高級官僚が重要なポストtこ配置されるよ

うになってきた。最近の例では， i斗境警備離の綜

監（Director-General）が内務省の特別秘欝官に，

国家安全会議（NationalSecurity Council）の秘書官

が首相官房に設けられている情報部の調査分析班

(Research and Analysis Wing，略称 RAW）に配置さ

れた。警’察官僚は英統治期にも執行府内の重要ボ

26 

ストにつかせることがなかったといわれ，この人

事がビハ－ ！レチI十ごの中央予備警察や画境警備隊の

動員と同じ時期に行なわれたことは注目に（直u、す

る。

ここでとりあげられた調査分析班は，もともと

Y・B・チャペン（Chavan）が内相をつとめた際仁強

化された調査政策部（注27)(Research and Policy Di-

vision）の系統をひくものではないかと思われる。

チャパンが内相に在任してνた当時／pらガンデ f

一首相は内務省の組織替えをはかり， 70年 6月に

彼女が内相を兼任した時には高級官僚の統制，盤

要ポストの任命、連邦調査局（CentralBureau of 

Investigation）の重要な部分は内閣官騰の管轄に移

されていた〈注28）。調査分析班もこの過程で内閣官

房かム首相官房へと移管こされたものと思われる。

それと同時に同班の活動は連邦下院に報特されな

くなっているく注29)0 

4. 連邦制と「地方自治J

イ L ドの連邦~jl］については連邦制の類型学とも

いうべき研究をはじめ多くの文献が見られる。こ

こではイン！？憲法における非常事態の規定と連邦

制の関係全検討し、最近の連邦制におけるいくつ

かの変化とそれが州の自治権，ひいては国民の基

本的人権に与える影響を概観しておこう。

す常事態と連邦制の関係tこついて直前節で述へ

たように，執，:fr権，立法権の両分野について連邦

の権限増大がみられる。司法の分野につヤてはこ

れもすでIこふれたように 359条による以外，非常

事態を理由とする司法府の権限の制限は生まれな

い。ましてや州の高裁から最高裁への権限移譲な

どの事態怯ない。ただ 359条（2）項は「領土の特定

地域」を対象として司法救済停止の命令が可能で

あるとしており，かりにこの条項が発動されるこ

とtこなれば，一種の地域的非常事態を意味するこ
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とにな人行。

この点でこれまでも問題tこなべてきたのは、：~5:2

条の非常事態宣五はノ在イン！ごを対象としていて、

特定地域を対象と：＿， ::.-＼、な U ソ，＇，~である。 71年1:2 月

日）非常事態宣言後、 与党会議派政権：土ノ勺ゲ弓子

シ CL［こ隣接するト I｝プラと両ぺ＞ -Jf jl,については

現年：HJに予定される ，｝竹下院選挙の延期を一時検

社してL、fこが， その際には両州、！を念頭、において地

域的非常事態の規定を憲法にもりこむことすれ考

慮したといわれている世湖、やや異なョた形では

あるが， 62年10月の非常事態が永続北されてし、る

ことに対する批判をかわすために， インド防衛令

の適用を地域的に限定する法案が66年に準備され

たEいう 1:71]もある。

これらの動きは現行憲法の非常事態（後述する

356条に上る+IIの大統領統治を除く）が全土を対象と

してしか宣召しえないという非伸縮性をなんらか

の形で、打開しようと L、う試みであろう。ただ 352

条の非常事態、は議会の停lt:を直接的には定めて＇・＇

なし、ので， むしろ 356条による州の大統国統治に

みられるような州下院の機能停止の要素を加えた

形での地域的非常事態規定であれば，連邦下院の

承認、後は無期限の継続を可能とする 352条規定の

手i]l,i:はト分に生かされることも可能であろう。 ま

た 35G条を全州に a時的に適用L，連邦執行権の

集中をはかり， それによって強権的政策を推進寸

るとし、うアイヂアも 70年に最高裁判すJヘゲ午、

(Hegde）上たから提出されてL、ゐの し治通しな冷： t〕，

これらの事態がかりに生じたとして，それムが連

邦命ljの内容としてふさわしいものであるのか斉か

は別の問題であろう内

現行憲法のなかで地域的非常事態に近い規定は

356条によるJ刊の大統預統治である。 この条項は

州議会における内閣組織が不可能込山、ちとる Lく

19,n:r iにイント j'LiJ，、jg;r;i_ 
不安定な内問しか組織しえない二とが二予想されら

ような場合に州知事と大統領内裁断；こよ －） て議会

内停止（必－j'しも船散はしない）、大統領と連邦議会

に上る小｜！運営が行なわれることを規定している

これは：：弓'.2条の上:lh合とi主ョにご 3年以 J－：継続寸る三

どはでき fよい内 しかし日年のケヲラ川、｜の場合の仁

川こ，，J!I下院で多数がiサl「〉かた政権もII寺としご；t

,I十｜知事（／〕判断で解任されることもあ r，たの

志法制定後の 3:'iG条cl）適用を今日までのll{f},1,i, －さ

整珂してλ；！ lrt，第 I図を得る心：156条の適用は

fi，年川河Hl欠総選挙以後lこ急速に増え， 第 5l欠連

上11ド｜院選挙後、 72年川下院選挙前？をの時期i：；上そ

AL l::でた統領統治を経験したことのないゲジ γラ

マ「リー）＼， ( /; ＇レ十一勺む 1などの：トIIにまで

適用されている。 7:'i年 G月までに大統領杭ij,v)!iモ

5貨のhL、イ十｜；上， アソベトムラ γ ハ弓シュトラ， 月、
7色、

2 、

，，ト lご向、 ア 7ィア 7＇二アヰシュ， ヒ－7子 γic' i＇ラ

？シュ江ど「〕 1,1、li：：寸ぎん： L、。 70年代におけるス56

条のひ／／；tんな適用；土， 69 71年山時期の会議ii[¥

の分裂ー抗争を背景として行なわれたもので，野

党政権の切りくずしゃ打倒，与党会議派内部川紛

争のL、ずれかを契機としてL、るのでふるっ

二円i品cf'tt:t -Iii I/〕議会制度円形骸化を促進し，党

時変更の慣行‘選挙制度の形骸化をもたらす。

J刊のた統領統治にあた Jγ亡川、｜知事（往；法I：大？を同

，；＂）任命）引役割 lよ非常に大きい。大統領の州統的

立言l土憲法と州知事の報告（rep口了t）にもとペくの

J 竺ふ -・ 
,・・ l的匂。 しかしたがら川下院における組問11J能性

ばしばしゴ州知事の個人的なL、し党派的見解によ

って決せられる場合があり、 356条 l二L、うどこん

の「憲法の定める条項；こ従－）て小｜作文府を運営する

ことの不可能なJ号合jとはし、かなる事態をさずか

はこれまでも一定した解釈が存在しなL、。
l ,--_ l、、
）」 IJゐ

って第 1闘に示されたかなりな数のケース；二＇）＼，、

Zマ
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ド慾法第 356条による州の大統領統治
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自

他

グジャラート，ピハール，

両ベンガルの大衆運動に対処するために州へ治安

関係官僚を派遣しているが，連邦警察権の強化

は，州自治の侵害と基本的人権の抑庄とが相互関

係にあることをはLなくも示すことになっている

ろ月の鉄道ストライキ，下した判断じ千差万別

I f主32〕。

である。 73年3月のオリソ仲介i大統領統的のケー

スについて間外｜の高裁は， 356条の運用に関する

州知事の一定の裁量権を認めながらも，州下院の

多数派が組閣を試みる可能性を大統領統治によっ

て閉ざした州知事の行為iこ対しては非難を加えた

（注31)

て州知事の果たした役割，

最後に「地方自治」つまり州内の県段階以下の

地方行政の現状についていくつかの事実を紹介ししかしより藍要な問題は，州知事の裁量といわ

われた全インド市長（Mayor）会議の事務局報告が

興味深い（注33）。それによると，インドの34の都市団

体（'.¥lu nici pal L、orporation）のうち22が与党会議派

川政府によって接収（Supe悶 ede）されている。これ

より格の下がる都市委員会（MunicipalCommittee〕

74年9月に行なておこう。都市行政についてね‘実は中央政府のそれであるという場

合が多いことである。州知事の報告はニューヂリ

ーで作成されるといわれ，州知事＝めくら判論も

れるものが，

カラジャスタン州の全部，になると，ハリアナ，

iこ連邦制を戯同化するものであろう。

連邦警察力の増強も連邦制下の州自治に深い関

係のあることは言うまでもない。連邦政府は74年

28 

このような状態はまさ一定の根拠をもっている。
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yレナータカ州の174のうち124の委員会， アンド弓

7。ラデ、シコ4白

散 させられ て い る 。 こ うした措置がとられる原閣

は都市団体や都市委員会が野党の活動の舞台とた

。ている ことや与党内の分派活動がこれらのレベ

／レで続けられてし、るごとを阻むためであるとし、わ

れるが，都市財政の危機が進んだこともす雪えられ

る。

農村パンチャーヤトについては，ケララ州での

パンチャーヤ卜選挙が長期にわたって延長されて

いるとし寸事実が（iE34Jあるが，全イン！ごにわたっ

ての実態は確認できない。（つづく）

（注 1) 筆者が IndianRecorder and Digest （以

下 IRDJ略〉に上，正知り三子：がぎり r i,, 1971iJ 

（月日不明）， 1973年11月13IJ, 1974年 7Jl22日， 1974

年11月1111の連邦下院でこの問題がとりあげられてい

る。

（注 2) これに対 i. Cケラ.， '-II .，.は，与え公議派と

インド共産党を軸とする連立内閣が，下院での議席差

5議席ノ； i寸状 態c/Jちとで，ヤ j "7州1で：11山て 5:1 

任期をど濯する内1且iJ包る。 f> ：：共産＇；＇C:i：ふω点t

ら， 「ヶララ型j連立内閣の安定性を商＜ I伴｛箇 c,,,, 

央政府Lこjj :tる与司会議派と y連立とい、 n十Jじの戦目討

の裏つけとしていら。 （Ne却 Age,16 Feh., 1975.) 

（注 3) 20ベージ参照。

（注 4) Bhatia. I<rishan, Indira, a Fiiograph‘v 

of Prime Afinistcr Gandhi, Pracger, 197 l. p. 267. 

この種の指摘は他にも多L、。

（注 5) J・ナーrヤ／が主f持＇（＿子 V・タ～ ） ／デーを

座長と 1υ及本委員会vこ寄せ iノ；，; iこ主要’翁／，＼は以下

のものである。委員会 J）報告は， i'1onthlyPublic 

Opiniοn Su円 増Yム .Ian.1975. PP-5 18, : • ;i：； 載。

Ill小選挙！主総の批判弓 l七例代夫；1:,,.y考1恵三］ >jl）、

(2）法定選挙費/flc'J上j，｝！とその内科

(3）選挙符埋委員♂）後数制IJC憲法 324条（2）引がふのよう

に定めに、るが，刻在iは lt＇’Jさ員長十－ ,:. ,1：任命さ

れてし、る〕

(4）選挙期間中の執行権の制限（選挙管浬内閣の提案〉

i5）全政党参加の選挙委員会（ElectionCouncil Jの設計

(6）不正投票の防止（投票所の憎設と，投京所での開票

1970年代インドの7憲法状況

宍務づけ〕

(7）投票日とそ L l]I! 11 J）炎1リl吐ぽ（白ー杓行イrトラ， ' 

パスなどでかり U:¥すことを禁止する。〕

(8）リ 2 ーノレ御l（／）洋入

ω）選挙権年齢｝やき下げ（18歳〉

（注6〕 IRDによると74年llJJ1 11 ijJ.：｛（：で合計160

件。党派別内訳l土ジャン・叶ン党 23,BLD lL !Jh't 

会 l議H:9，担会店 7，イ： i JI;産党（、） 5, 

ントラ党 1, 与党会議派70，その他310与党会議派の

みで150名というのは， People’sDemocracy （以下P.

D. 三時），27 ( lc1., 1974. (;-, 1180名 t'・ 7のはう λ，＇a-

tional Herald, 20 Oct., 1974. 

（注 7) 75'4'-6 JJ12日，アラハハード高裁はこの件

で II-Hlを有罪と lた。そ， I叩由I土，パ干Ii,）特別w，；：乙

在‘{Jrj1に選挙［｛一こ選挙？丙!li）牛したこと， ウツタノレ 1サ

デシニL )11,J) iiif:il:'i'.fが首相の選挙演説のための使1!：をは

か！ ことで J,;:, C カr ンJ f一首相； ：Ii H23日， ~ !1 i ,:'li 

裁に l告した。

（注 8) P. D., 26 Mar., 1972. 

I，.；十 9) B，ζ1su, Jyoti, Suhversio11 of Parlicz，山 ＇}l-

ta1:¥' Demoo'<l<‘γin lVe、tBengal, Calcutta, '.vi日Y

1972に詳しL、。

( I LJO）選手 i/1＿前の 1ノJ:u LI Lこ，杭戦線諸u l七

)11］こりンディ n相に対， I川ベンガ，， ＇：コける足手は

宵，｝）す：態を述ベた覚え舟きを提出したが，そこでは，

3-l'i主！｛kで白 ilι‘公l[Iよi立やA不可lit bるこ /, i守

摘 ll 、た。 ！ん＂し実際 I t歩の規1：，， ハより大引＇，＿，

のであった。

l叫l11) そ Iγがは凶liJ‘円安維持；J、：， 条（UC1:if: J 

っ：F禁さ｛I井ピ五輪業者L けする司山火済の停11.

すでに審理中の事件の 6カ月 t/lJU〕審理停止である。こ

の併置についでは密輸ルートの遮断になるとい「 1".'lj¥乙

高 司実効か〉、うえに，＇：＇ fiiつ実態 !' : 戸まする； '-, fど

という反対論があった。

〔注12) これにつし、て l斗より詳細f郁子ヤがあ九。安

111・,i之 r { / ［におけ＼「＂ Htfι時」 l （『7crい三

済』 1974年 1JPJ）参照。

(/113) 拙が 「インド轡泣、におけろ人権保防制変

←一行状請求，ifJ? (writ petition）小；；Vi 」 汀「

ンド憲法の制定と運用（II）』アジア経済研究所所内資

料所収予定〉。

( ;U4) Suh ha Rao, K.司“Freed円msin Free In-

dia，＇’ Singhvi, L. M目（ed.),Fundamental Rights 
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,md Constitutional ,clmendment, In♂1 itute of Consti 

tutional and Parliamentary Studies, New Delhi, 

1971, pp. 379-386、AppendixI. 

C,U5〕 Tim出，ゲ司 India‘16Mar.、197;,

(l主16) Amrita Bazar Patrika, 6 June, 1975. 

U主17) 本fト4Jj ＼こニょ←デリー ：防催ち jiた rn

1.11・民主主義tj上ぴ社会主義をめグす全 fンド法律家

j' ,ii」は， ）fンテ i H車jがi沼会初説を行コ L、， J. 

ナシャンり合鋭く批判したぷ商気（； fゆかで日、J請が進a';

られたが，全般的には，法律家の社会的任務を強調す

る立場が ｛，ぷされ、いたよ寸であ子：。 Garg, R.. K., 

“Lawyers for Freedom, Democracy & Progress，” 

Aルw Age, 4 May, 1975.与：j){j。
（注18) この判決は 0.Chinnappa Reddy判事が

i－°し たが， r,n判事にii，“Lawyers出 1dCh辻llengeof 

ごうocialChange，＇’ klainstream, 11 孔lay,1974, pp. 

11-12, 16という論文があり，その中で次のように述

一ている。 「…..L＇、iどめくら神秘Jい＼ールミ LLがす叫

がきて，，、るのではなし、か 7 1去はより単純で，よ l)1背

山に近く， 上り氏、友環日，よリよLくj:l_llff]•;' C iしてL、

与ければなら〈よいのではないか？ ilと社会の分断Iと

1，泣；W；こと円マ最大ν危険はて 4によーJごうめじ

れるのでは仏：いか？

（注19) Chatterjee, A. P.，“Legal Notes-D. I. 

R. and Right to :->trike，” The 1,V orki ng Class, Sep 1. 

1974, pp. 7-8. 

U土20) Naml》oodiripad, E. l¥L S.，“ Threat lo 

Democracy Comes from th日 RulingClass，＇’ P. D., 

26 Jan., 1975. 

（注21〕彬ilj 日ij掲首 86ベ－y。

〔注22) 小林l自樹「緊免権一ーな憲体制ル危機政府

,j，問題」（『IJ本料ぷ辻、体系tn一巻主主、，f,iI』／ii'＂.俊義 51:.

l 還暦記念 む斐陪l 昭和36年〕 254『 255ベ」 0。

( il23) 『，＿I-JI,j、rャ』 1975年4～ 511 •.; i ・所収，／

も,i）から。 J・ナラヤンはそω後？警察w，軍人に対 L

＋， 寸、：i!; ,¥ 1¥jf づH.・民－IAすPごとを IIJf、点け人 nj能性

出唆した。 Timesof India, l Apr., 1975. 

ctt24) n.会・I'i:. S・ケハ（Guha）が連れド院で土

山 i問題をとりあffC，、る。はじ rJ P運良J C.）団科会

「NavaNirman Samiti」のメンノ、← Eある。

（住25) !RD・.25 July., 1972. 

（杭26) 1/industhan Times, l, Nov. 1974. (P. 

/)., 10 l¥〒。、.， 197-1. iこも、政）
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（注27〕 Kunhi Krishnan, T. V., （.‘havan and 

the Trouhled Deraゐ， Bombay,pp. 240 241. 

(il:28) Bhatia, op. cit., p. 234. 

（注29) 〈注24）にあらゲハのa疑から η

〈注30) P. D., 26 Dec., 1971. 

（注31) IRD, 22 Oct., 1973. 

（注32) Sarkar, Subrata, The Centt・e and the 

States, Calcutta, 1972.に土のような立助から連 .11:;HIJ 

凡とり； λだ研＇I¥:：あろ。

（注33) P. D., 6 Oct., 1974; Times of lndia, 

18 Sept., 1974，による。

（注34) Times of lndia, 11 Sept., 1974; P. D., 

6 Oct., 1974. p道i]ill））各級バンチャーヤトJ、l任期は1969

if＇.にき才 Lてし、る。

（調主主研究都〉
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